
 

 

第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿   

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  
名 称 学童保育所の運営に係る事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市教育委員会 

個人情報ファイルが  
利用に供される事務を 
つかさどる組織の名称 

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課 

個人情報ファイルの  
利 用 目 的 

学童保育所入所、学童保育料徴収等学童保育所運営に伴
う事務のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２識別番号、３住所、４性別、５生年月日・年齢、６本

籍・国籍、７電話番号・メールアドレス、８職業・職歴、９学業

・学歴、１０資産・収入・支出、１１課税・納税状況、１２公的

扶助、１３口座番号、１４続柄・親族関係、１５婚姻歴、１６家

庭状況、１７居住状況、１８健康状態、１９病歴、２０障害、２

１就労状況等、２２公的健康保険の記号番号、２３学童保育所保

育料償還状況、２４家賃の金額、２５就学援助の認定状況、２６

債権の金額、２７納付記録・折衝記録 

記 録 範 囲 学童保育所の入所申請者及び学童 

個人情報を取り扱う  
事 務 の 委 託 の 有 無  ☑ 有   □ 無    

記録情報の収集方法  本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  ☑  有   □ 無    

記 録 情 報 の 
経 常 的 提 供 先 

指定管理業者、八王子市子ども家庭支援ネットワーク構

成組織、保険会社 

開示請求等を受理する 
組織の名称及び所在地 

（名 称）生涯学習スポーツ部放課後児童支援課 

（所在地）八王子市元本郷町３丁目 24 番１号 

訂正及び利用停止に 
関する他の法令の規定 
による特別の手続等 

なし。 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   ☑ 有   □ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  


